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発達障害大学生に対する支援

西村優紀美

Support for university students with developmental disorders 

Yukimi Nishimura 

1 .障害学生支援

2016 年度から施行される「障害を理由とする

差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消

法） J により，高等教育機関においても障害学生

への差別的取り扱いの禁止が法的義務となり，合

理的配慮の提供に関しては，国・地方公共団体は

法的義務，民間事業者においては努力義務となっ

た。 2012 年に文部科学省が公開した「障害のあ

る学生の修学支援に関する検討会報告（第一次ま

とめ）」では，合理的配慮の決定過程の考え方と

して「（前略）権利の主体が学生本人にあること

を踏まえ，学生本人の要望に基づいた調整を行う

ことが重要で、あるJ としている。このような社会

的情勢の中で，大学では「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する教職員対応要領」を作成し，

対応要領における具体的な留意事項を明記する必

要性がでてきた。

独立行政法人日本学生支援機構（以下，機構）

が 2015 年 3 月に公開した「大学，短期大学及び

高等専門学校における障害のある学生の修学支援

に関する実態調査分析報告」 1 ）があり，支援障害

学生数が 2013 年度では 2006 年度の 3.1 倍に達し

ており，中でも発達障害学生の支援学生数の増加

が顕著で、あるという結果が出ている。機構が行っ

た 2014 年度の全国の大学，短期大学及び高等専

門学校を対象に障害のある学生の修学支援に関

する実態調査2）によると，「発達障害（診断有）」

は 2,722 人であり，このうち学校に支援の申し出

があり，学校が何らかの支援を行っている支援学

生数は 1,856 人で、あった。

2. 発達障害学生の支援ニーズと合理的配慮

ASD において採用された「スペクトラム」（連

続体）の概念は，「障害」と「障害までに至らな

い個性J との聞に絶対的な境界線が引かれてい

るものではない。 ASD だけでなく， ADHD や

SLD, DCD の特性においても状態像には連続性

があり，特性が問題を誘発することもある一方

で，状況によっては大きな困難さとして表現され

ず個性の範囲として認識される場合もあり，場合

によっては特異な優れた能力として表現される場

合もある。

2001 年に世界保健機構（WHO）が発表した「国

際生活機能分類： ICF」では，人間の生活機能と

障害に関する新しい分類法として，「環境要因」

等の観点を加え，人の心身機能や障害の状態が環

境によって変化しその人がどのような環境で生

活するのかによって，日々の活動や社会参加の状

態は異なってくるという考え方を示した。支援

ニーズは障害者の障害名に固定的にあるのではな

く，障害者の生活に中で，周囲の環境や人々との

関係性によって多彩な様態を示すものであり，関

係するすべての人々が当事者として自我関与する

中で浮かび、上がってくるものと捉えることができ

る。

平成 25 年に「障害を理由とする差別の解消の

推進に関する法律J （障害者差別解消法）が制定

され，平成 28 年 4 月より施行される予定である。

この法律は，平成 18 年に国連総会で採択され，

日本が平成 19 年に署名した「障害者の権利に関

する条約」（障害者権利条約）を踏まえ，平成 23
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年に改正された障害者基本法第 4条の「差別の禁

止J関する基本原則をより具体化したものである。

この法律の第 7 条は，「行政機関等における障害

を理由とする差別の禁止」及び「合理的配慮」に

関して言及している。合理的配慮に関しては，「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方

針j の中で，「障害者からの現に社会的障壁の除

去を必要としている旨の意思の表明があった場

合J に行われるとされている。さらに，「合理的

配慮は，当事者と行政機関等の双方による建設的

対話による相互理解の中で柔軟に対応がなされる

ものである」と明記され，さらに，「本人が自ら

意志を表明することが困難な障害者に対して適切

を思われる配慮を提案するために建設的対話を働

きかける必要がある」としている。つまり，発達

障害者の支援ニーズを把握し適切な配慮を行う

ためにも，障害のある当事者と教育関係者，支援

者が対話を重ねていくことが前提となっていると

いえよう。

3. 発達障害学生に対する支援の流れ

富山大学では 2007 年度に，発達障害学生への

支援を開始した。現在では「富山大学教育・学

生支援機構学生支援センター アクセシビリ

テイ・コミュニケーション支援室（以下，支援室）」

として組織化され，身体障害と発達障害，精神障

害のある学生の修学支援を中核的に行う部署とし

て認知されている。なかでも，発達障害学生の多

彩な問題に対処するためには，ニーズ把握や支援

方針・支援計画の策定，支援全体を見渡し調整し

ていくためのマネジメントが必要不可欠であるた

め，その役割を担う常勤の支援者を配置した。支

援室では，学生の成長モデルを基盤とした支援を

目指しており，大学生活全体を通して「社会的関

係の中で自立した主体として参加しその中で自

己実現を図っていくことを支援するJ というミッ

ションを掲げている。

支援の対象になる学生は，①オープンキャンパ

スの事前相談を経て入学し，入学直後から支援が

開始される場合，②単位不足や留年などの問題が

発生し，教職員や保護者から支援依頼がある場合，

笹保健管理センターや「なんで、も相談窓口」，キャ

リアサポートセンター等の支援部署から支援要請

があり支援が開始される場合，④本人の自主来談

など，いくつかの経緯でつながってくる。近年，

入学直前直後に保護者から支援要請があり，早期

に支援が開始されるケースが増え，今年度は昨年

度の二倍近い人数が早期からの支援を開始してい

る。

支援室では学生の面談を逐語録としてケースご

とに詳細に記録している。記録は支援者間で閲覧

し，相互に助言できるようになっており，記録を

元に当該学生の状況を見取り，支援方針・支援方

法に関する検証をしながら，適切な支援が行われ

るような仕組みを作っている。支援は障害名だけ

で支援方法が決まるわけではなく，多方面からの

情報を統合し障害特性が修学上の困難さにどの

ように現れてくるかを見極めながら必要な支援を

行う必要があり，本稿で示した支援の開始から支

援方針と支援方法の決定に至るプロセスが，学生

の教育的ニーズに応えていく方法であると考えて

いる。

( 1 ）初回商談

初回面談の目的は，大学での支援に必要な情報

を得て，大学入学後にどのような支援ニーズがあ

るのかを見極めることである。面談では当該学生

及び保護者の語りを引き出すための質問項目（表

1）をあらかじめ準備しておくが，必ずしも一間

龍一一 ｜里吉戸田年
月

学籍番号 ｜所属 一一

生主jijf 〒

E mall 

家族構成

生育歴

相読歴

言~問T

通時1'.ltt. D展当廷の有無害事

これまで受けてきた支援

特徴的なエピソード

Figure 1 ：初回商談における学生の情報
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一答形式で進めるわけではない。

支援者はこれらの項目を念頭に面談を行うが，

あくまでも当該学生及ぴ保護者の自由な語りを尊

重する態度を維持し，話のきっかけを作るための

質問として，あるいは，話の流れの中でより詳細

な情報を必要とする際に，焦点を当てるための質

問として聴き取り項目を利用するという，半構造

化面接により実施している。面談は学生と保護者

同席の場合と，個別に行う場合があるが，いずれ

も支援者が複数で対応し，主に聴き取りを行う者

と記録者という役割分担で対応する。面談時聞は

約 60 分である。

(2）暫定的な支援方針の決定

初回面談での聞き取り内容をもとに情報を集約

し，当該学生の見立てを行い，暫定的な支援方針

を決定していく。その際，表2 の項目に沿って情

報をまとめていくが，情報をどのように見立てと

してまとめ上げていくか，また，面談での行動観

察をどのように解釈するかが非常に重要なポイン

トになってくる。複数の支援者の総合的な意見を

踏まえ，暫定的な支援方針を決め， 2 ～ 3 回の支

援状況を判断材料にしながら，より適切な支援方

針として作り上げていく。

・面談から得られた情報の集約・見立て

面懐時の行動観察

家族の理解

本人の障害特性に対する
自己理解の程度・障害受容の程度

協力体制の有無

初期支援で特徴的なエピソード

暫定的な支援方針

Figu陪 2 ：情報の集約と整理

(3）情報共有の範囲

暫定的な支援方針の決定と平行して，学部教職

員との連携の方法と情報開示の範囲を話し合うこ

とも初回面談では重要になる。当該学生及び保護

者との話し合いで，①定期面談による支援に関す

る了解，②支援に当たり学部教職員との情報共有

に関する意見交換と了解，③情報共有の範囲（助

言教員のみ，授業担当教員のみ，学科教員，学部

教員等），④情報の範囲（障害名を伝える，障害

名を言わず修学上問題となり得る特性のみを伝え

る，配慮内容のみ等），⑤依頼文書の必要性と許可，

⑥修学状況を見て必要があれば再度検討すること

の了解等，今後の支援の方法についての約束事を

確認する。

(4）毘慮願い

初回面談による情報と行動観察を踏まえた上で

の見立てをもとに，本人及び、保護者の希望があっ

た場合，教員に対する配慮願いを作成する。内容

は，①支援につながった経緯，②障害特性，③面

談での様子，④支援室での支援内容，⑤配慮の内

容・方法，⑥予想される困りごと，⑦困りごとへ

の対処方法，である。なお，配慮内容に関しては，

本人及び保護者と一緒に検討し，配慮以来の範囲

に関しでも学生の意思を尊重するプロセスをとっ

ている。

(5）前期終了後の支援会議

前期終了後に，支援者と指導教員（助言教員）

が支援内容及び支援方法について振り返りを行う

が，授業担当者からの感想も聞き取り，後期に向

けての配慮を検討していく。支援者は学生との面

談の様子や，支援の成果を教員に報告するととも

に，支援結果を整理する中で，学生自身の変容を

伝えていく。

授業に関する配慮は，実際に授業を担当する教

員の感想や意見を反映しつつ，当該学生の障害特

性への配慮として充分なものでなければならな

Uミ。

4. 発達障害大学生に対する合理的国慮の探求プ

ロセス

大学等における合理的配慮とは「障害のあるも

のが，他の者と平等に教育を受ける権利を享受・
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Figure 3 ：合理的配慮の探求プロセス

行使することを確保するために，大学等が必要か

っ適当な変更・調整を行うことであり，障害のあ

る学生に対し，その状況に応じて，大学等におい

て教育を受ける場合に個別に必要とされるもの」

であり，かつ「大学等に対して，体制面，財政面

において，均衡を失した又は過度の負担を課さな

いもの」とされている。 2012 年に文部科学省が

公開した「障害のある学生の修学支援に関する検

討会報告（第一次まとめ）」では大学等において

提供すべき合理的配慮の考え方が示され，合理的

配慮の決定過程の考え方として「（前略）権利の

主体が学生本人にあることを踏まえ，学生本人の

要望に基づいた調整を行うことが重要である」と

され，権利の主体者である学生と支援者との「建

設的対話J の必要性が明記されている。

発達障害学生への支援は，障害特性のあらわれ

方が一人ひとり異なるため，配慮内容を定型化す

ることが難しく，修学上配慮が必要と思われる場

合でも学生本人から主体的な配慮要請を期待する

ことが難しいという問題がある。配慮の必要性を

支援者だけが認識し学生の合意なしに配慮提供

を行った場合「学生を権利の主体とする」観点が

失われる。また，学生が自分の判断で配慮を要請

し大学は配慮提供の可否のみを返答するような

対応は，意思表明の困難な発達障害学生に対して

の配慮が欠如しているとみなされる。発達障害学

生の意思表明の困難さの多くは「実際の問題と，

自身の障害特性を関連づけることの難しさ」と，

「さまざまな状況を把握し整理して，自分の考え

をまとめあげることの苦手さ J 等に起因するた

め，合理的配慮の提供には本人の意思決定過程を

支援するという考え方を採用する必要がある。具

体的には，困っている状況を一緒に整理し，何が

問題で，自分には何ができるのか，あるいは問題

の解消にはどのような配慮が必要なのか，そして

その配慮内容が適切であると判断できるのか等を

検証していくプロセスが意思決定を支える支援と

なる。支援者は一つの考えに誘導したり指示・命

令したりするのではなく，あるいは，すべてを学

生の判断に委ねるのでもなく，学生が主体的に決

めていくプロセスをサポートするという考え方を

基盤におくことが重要である。

5. 合理的配慮の例

これまで述べてきたように，発達障害学生が修

学上の困難さを感じた場合，それを「支援要請」



発達障害大学生に対する支援

まむめr：：：喪業を受けているのですが、途中で講義舟容がおからなくなっ
てしまい玄す哲こIJ)ままでは準金：を落としてしまうかもしれません想

自額要Eスベウトラム撞書的特梓

言葉(J)意礁に厳密で句誘惑将軍事で自分なり！こ気｛こなる京急電話ちると、考え義憲げて
しまい、授業1二集中できなくなるg

ヨ食器に題するアセスメント

争学生if'＇？湿っている校~を豊富色学生§舞金需工夫する歳について話し合うと
ともに， [!i獲さの原題が簿害警幸毒性fこよるものである場合‘授業墾当者への
f霊cli量霊童しなについで惑し会主

.毒霊童怒奮の主主査を行人編むがある；きどうかを幾重せするe

令学科教室主〈教撃事設費窪誉教員も重量む入事務署軽重量、支援蓄で支援会議を行
V•， 本人の特性愛経え有効な支援について綾き守する＝

主量主主主
主P !Cレコーダーの鐙無許E言

，...雲寺脅されと書記惑の実行支援

加夜長量生再考望書かどう舎の検言霊

Figure 4 ：自閉症スペクトラム障害の特性と支援内容（ 1 ) 
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練蜜する待問が欲ししhですむ

自禁罪症λベウトラム窪聖書の特性

ミ士￥〈勺Fごみるか

時験実務内務口鶴する＝惨事懇収書家

支聾主ま
》アセスメント結果を学生と共宥する

》モデJむを示し、練習の機会を与える

》構習の機会弘再霊式験の機会を多く与える

Figure 5 ：自閉症スペクトラム障害の特性と支援内容（2)
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として自覚し大学に依頼するというスタイルを

取りにくい傾向がある。そのため，彼らの困り感

を支援要請，適切な支援方法に敷きなおしていく

プロセスが合理的配慮の決定には必要である。

図 4 は，同じ授業科目の単位を落としてしまい

留年した学生支援事例である。

学生は「まじめに授業を受けているのですが，

途中で先生の話に引っかかり，過去の記憶をた

どっているうちに，授業が進んで、しまいます。ど

うしても言葉の定義に引っかかってしまうので，

集中が途切れてしまいます」と語った。これは，

自閉症スペクトラム障害の特性によるものである
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と予想されたため，認知特性に関するアセスメン

トを行い，その結果を受けて，本人と有効な対策

を練ることになった。しかしながら，本人の努力

や心がけだけではうまくいかないため，授業担当

教員を含めての支援会議を聞き，有効な支援につ

いて意見交換を行った。その際，支援者の専門的

な見地から考えられる配慮事例を提案し，ここで

は IC レコーダーで録音し，それを聞きながら復

習をするという案が暫定的に出された。支援方法

が当該学生にとって有益であるか検証を経て，当

該学生に対する合理的配慮は，① IC レコーダー

の持ち込み，②許可された配慮が適切に実行され

るための支援であるという結果となった。

図 5 は実験・実習等の実技科目で失敗すること

が多く，単位を落としてしまったという学生の

ケースである。学生はまじめに取り組むが，器具

を破損したり，手順を間違えてしまったりする

ことがあった。学生は，「実技科目はできるよう

になるまで時聞がかかります。小さい時から不器

用で，注意されることが多かったです。でも，良

いモデルを観察させてもらったり，何度も挑戦さ

せてもらったりするとうまくいくこともありまし

た。大学でも練習する時聞がほしいです」と語っ

た。このケースでは，本人の困り感が障害特性に

よるものであると判断し，アセスメントを行い，

「再チャレンジの機会を多く与える」という配慮

が実行された。

6. おわりに

発達障害学生が障害特性による不利益がないよ

うな教育環境を，どのようなプロセスで作り上げ

ていくかが大きな課題である。筆者は，支援者と

本人との対話の中から本人が納得するより良い状

況を一緒に探し出していくというプロセスが非常

に重要であると考えている。支援者は，学生が自

覚しにくい自分自身の困難さと支援ニーズを，試

行錯誤を操り返す中で自己認識していくことその

ものを支援するという役割がある。教育保障に関

わる合理的配慮は，本人の意思の表明が重要なポ

イントであることは先にも述べたが，本人の意思

の表明が，支援者の誘導や説得による半ば強制的

に決断を迫るものであってはならない。「本人の

意志決定を支える」という支援の在り方について，

慎重に検討していく必要がある。
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